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1.  背景・目的及び位置付け 

1.1 背景・目的 

本市では、公共施設等の老朽化に対応するため、「千葉市公共施設等総合管理計画（平成

27 年 5 月）」を策定しており、取り組みの推進にあたって、施設ごとの具体な対応方針を定

める計画として、「個別施設計画」を順次策定することとし、各施設の維持管理や改築更新

等の実施方法などを示していくこととしています。 

道路においては、個別施設計画の策定にあたり、総合的な維持管理方針として、「千葉市

道路施設戦略的維持管理方針（平成 27 年 11 月）」（以下「維持管理方針」という。）を策

定し、「道路交通の安全性・信頼性を将来にわたり確保し、良好な道路施設を次世代に継承

する」という目指すべき方向性を決め、数ある道路施設を効率的かつ効果的に維持管理して

いくため、施設の特性に応じメリハリをつけた維持管理を行っていくことを定めました。 

このような状況を踏まえ、橋梁やトンネル等の様な主要構造物に実施してきた予防保全型

の維持管理方法をのり面・擁壁にも取り入れ、のり面・擁壁維持管理における将来の膨大な

補修費の平準化、縮減を図るとともに、計画的な修繕を実施することを目的に、平成 30 年 3

月に「千葉市道路のり面・擁壁維持管理計画」を策定し取り組んで参りました。 

今回、点検結果の蓄積ができたこと等から、計画の継続性と精度を高めるため、計画を更

新します。 

1.2 対象施設 

本計画は、千葉市管理道路の区域内において、「のり面・擁壁」は 968 箇所あり、そのう

ち、重点的かつ計画的に管理すべき施設を対象に、維持管理計画を策定します。 

計画の対象施設とは、幹線道路の 282 箇所と、幹線道路以外の大規模構造物 78 箇所を合わ

せた、合計 360 箇所です。これらの施設に対し、定期点検を実施し、計画的な維持管理を行

います。 

上記以外の 608 箇所の小規模な施設については、日常的な道路パトロールなどによる状態

把握を基本とし、必要に応じて修繕や更新を行っていくものとします。 

表 1-1 重点的かつ計画的に管理すべき施設数 

  
幹線道路※ 

（緊急輸送道路含む） 

幹線道路以外※ 

の大規模構造 
合計 

盛土のり面 46 20 66 

切土のり面 1 3 4 

擁壁 235 55 290 

合計 282 78 360 

※幹線道路 ：千葉市道路舗装維持管理計画（平成 27 年 12 月）における管理区分①～③

の路線 

※大規模構造：盛土のり面：10m 以上、切土のり面：15m 以上、擁壁：8m以上
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＜盛土のり面＞             ＜切土のり面＞ 

   

写真 1-1 対象施設（のり面）のイメージ 
 

＜擁壁＞                 

  

写真 1-2 対象施設（擁壁）のイメージ 
 

1.3 計画期間 

平成 30 年度（2018 年度）を初年度とし、50 年間を計画期間とします。 
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2.  のり面・擁壁の管理状況 

2.1 のり面・擁壁の現況 

計画的な管理を行う対象施設の数は、千葉市道路舗装維持管理計画（平成 27 年 12 月）に

基づく路線の管理区分ごとに整理すると、下表のとおりとなります。 

表 2-1 路線管理区分ごとの施設数 

  
管理区分 

合計 
① ② ③ ④ 

盛土のり面 13 28 5 20 66 

切土のり面 0 1 0 3 4 

擁壁 62 117 56 55 290 

合計 75 146 61 78 360 

 

・管理区分①：緊急輸送道路一次路線（69 ㎞） 

・管理区分②：緊急輸送道路二次路線及び大型車交通量 250 台以上／日・方向の路線（171 ㎞） 

・管理区分③：交通結節点に接続し、大型車交通量 250 台未満／日・方向の路線（139 ㎞） 

・管理区分④：管理区分①、②、③に含まれない路線（約 3,000 ㎞） 

 

＜施設種別の割合＞           ＜路線の管理区分別の施設数＞ 

盛土のり面

66箇所

（18%）

切土のり面

4箇所

（1%）

擁壁

290箇所

（81%）
0
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40
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80

100

120

① ② ③ ④

（
施
設
数
）

管理区分  

図 2-1 のり面および擁壁の施設量 
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2.2 のり面・擁壁の状態 

平成 27 年度から実施している定期点検の結果（健全性）は、以下のとおりです。 

表 2-2 健全性の診断による判定数 

点検年度 
判定区分 

対象数 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ※ 

平成 27 年度 49 0 8 0 57 

平成 28 年度 15 42 3 0 60 

平成 29 年度 43 25 6 0 74 

平成 30 年度 50 23 2 0 75 

令和元年度 54 17 3 1※ 75 

合計 211 107 22 1 341 

※R 元年度の台風により崩落後、点検した施設（現在、復旧工事中） 

Ⅰ

61.9%

Ⅱ

31.4%

Ⅲ

6.5%
Ⅳ

0.3%

 

図 2-2 健全性の診断による判定割合 

点検の結果、「健全性Ⅰ」および「Ⅱ」が全体の 93％と概ね健全であり、早期に措置を講

ずるべき状態の「健全性Ⅲ」が 7％、台風災害で崩落し、緊急措置を講ずるべき状態の「健全

性Ⅳ」が 1％（1箇所）確認されました。 

表 2-3 （参考）判定区分の考え方 

判定区分 状 態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずるこ

とが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態。 
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2.2.1 健全性Ⅲの事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1 健全性Ⅲの変状 

 

2.2.2 健全性Ⅳの事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-2 健全性Ⅳの変状 

石積み擁壁のクラック、土砂の流出 吹付けコンクリートの剥離 

植生等による吹付けコンクリートのクラック・うき・剥離 

遠望 近接 

盛土のり面の崩壊（令和元年度、台風時に崩落） 

歩道部 のり尻から 
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図 2-3 建設年ごとの健全性（擁壁） 

・ 建設年は擁壁のデータのみとなります。建設年が不明なものは推定ですが、昭和 56 年

（1981 年）から平成 4年（1992 年）までに建設された擁壁が多いです。 

・ 健全性については、経過年に関わらず何らかの損傷が確認されており、古い擁壁ほど

判定が悪くなるという傾向にはありませんでした。 

 

2.2.3 第三者被害 

点検対象の構造物に対し、「総点検実施要領（案）【道路のり面工・土工構造物編】（平

成 25 年 2 月 国土交通省道路局）」の考え方を参考に、第三者被害につながる恐れのある異

常の有無を判定します（道路の機能の支障については考慮しない）。 
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○第三者被害なし、×第三者被害の懸念あり、△応急措置を行い第三者被害の可能性はない 

図 2-4 健全性ごとの第三者被害の判定 
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・ 健全性の悪いものほど、第三者被害の懸念のある割合も高くなる傾向にあります。 

・ △判定は、点検時の応急措置により第三者被害の可能性が無くなったもの（主にうき

や剥離コンクリートの除去）です。×判定については、直ちに剥落等の危険性は無い

ものの、劣化の進行等により第三者被害が生じる可能性があるため、修繕の実施まで

道路パトロール等で経過観察を行います。 

表 2-4 判定区分の目安 

判定区分 判定の内容※ 

×異常あり 

第三者被害に繋がる恐れのあるもの（直ちに剥落等の危険性は無いもの

の、劣化の進行等により第三者被害が生じる可能性があるため、修

繕の実施まで道路パトロール等で経過観察を実施） 

△異常あり 

（応急措置済み） 

第三者被害に繋がる恐れのあるものに該当していたが、叩き落とし等の応急

的な措置により、第三者被害の可能性が無くなったもの 

〇異常なし 第三者被害に繋がる恐れのない変状（軽微な変状のあるものを含む） 

※「総点検実施要領（案）【道路のり面工・土工構造物編】（国土交通省道路局）」に加筆 

2.3 のり面・擁壁の管理方法 

平成 26 年度までは、主に道路パトロールにより施設の状況確認を行い、異常事象を発見し

た際に修繕を行う事後保全的な対応をしてきました。 

平成 27 年度からは、定期点検による劣化状況の把握を進めてきました。 

平成 30 年度からは、本計画に基づき、「道路土工構造物点検要領（平成 29 年 8 月 国土

交通省道路局）」の考え方を踏まえた定期点検（近接目視点検）を実施しています。 

これらの点検結果に基づき、予防保全的な対応を含めた計画的な維持管理を進めていきま

す。 

 

2.4 代表的な補修工法 

部分的な損傷箇所に対し、主に断面修復工やひび割れ補修工などのコンクリートおよび目

地部の補修を行なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 2-3 補修事例 

断面修復工 ひび割れ補修工 
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3.  計画的な維持管理 

3.1 のり面・擁壁の維持管理方法 

3.1.1 維持管理方法 

のり面・擁壁の維持管理方法は、「長寿命化型」と「事後保全型」の 2 種類とし、「1.2 対
象施設」に示した施設区分ごとに、表 3-1のとおりとします。これは、のり面・擁壁の管理方

法を細分化した本計画における分類で、その定義は表 3-2のとおりです。 

 

表 3-1 施設区分ごとの維持管理方法 

施設区分 幹線道路 
幹線道路以外 

の大規模構造 

のり面 
盛土（66 箇所） 事後保全型 事後保全型 

切土（4 箇所） 事後保全型 事後保全型 

擁壁 

有筋（180 箇所） 長寿命化型 長寿命化型 

無筋（110 箇所） 事後保全型 事後保全型 

 

表 3-2 のり面・擁壁における維持管理の分類 
のり面・擁壁の 

維持管理方法 
維持管理方法の定義 

長寿命化型 

（有筋擁壁） 

劣化の進行が顕著となる前に予防保全的な対策を行い、施設の

長寿命化を図る管理方法。 

定期点検の結果を基に、必要に応じて劣化予測等を活用し、修

繕を計画する。 

事後保全型 

（のり面・無筋擁壁） 

定期点検の結果等に基づく事後保全的な対策により、施設の維

持を図る管理方法。 

構造の安全性や第三者被害の観点から、修繕が必要と判断され

た段階で修繕を実施する。 

 

3.1.2 予防保全対策 

「長寿命化型」の鉄筋構造物は、コンクリート表面の経年劣化等の損傷箇所から雨水の浸

透及び中性化による鉄筋の腐食が構造上、最も懸念されます。 

そこで、鉄筋の腐食を抑制するため、ひび割れ補修工、断面修復工等の中性化対策により、

施設の延命化を図ります。 
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3.2 維持管理計画の運用方針 

維持管理計画は、継続性と精度を高めるため、PDCA サイクルに基づき 5 年に一度を目途

に計画を見直し、更新していくこととします。 

また、実施の段階では、点検→診断→措置→記録のメンテナンスサイクルを実施すること

により、確実な施設管理を行うものとします。 

 

計画（P）

・のり面・擁壁
の維持管理

実施（D）

・点検・修繕

確認（C）

・効果の検証

計画の見直し
（A）

・蓄積データ
の反映

点検

診断

措置

記録

実施（D）におけるメンテナンス

サイクル

PDCAによる

マネジメントプロセス

 

図 3-1  維持管理マネジメントプロセスとメンテナンスサイクル 
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4.  メンテナンスサイクルの実施 

4.1 点検 

点検は、施設の現在の状態を把握するとともに、次回の点検までに必要な措置等の判断を

行うために実施します。一定の期間ごとに定められた方法で実施する定期点検のほか、必要

に応じて追加の詳細調査等を行います。 

定期点検の方法は、「道路土工構造物点検要領（平成 29 年 8 月 国土交通省道路局）」の

考え方を踏まえ、近接目視により行うことを基本とします。 

 

4.1.1 実施頻度 

定期点検の実施頻度は、今後点検結果を蓄積・分析していくことで、適正な方法や頻度の

見直し、職員点検の導入などを検討しますが、当面は他の道路施設の実施状況を参考に 5 年

に 1回を基本とします。 
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4.1.2 点検における着眼点 

（1）切土 

切土は、切土のり面、のり面保護施設（吹付モルタル、のり枠、擁壁、グラウンドアンカ

ー等）、排水施設等を含む区域とし、区域全体を対象として点検を行う。施設ごとの点検に

おける視点は以下の通りである。 

   また、必要に応じて点検に先立ち除草を行うものとする。 

 

(ア) 切土のり面 

① のり面の地山の変状（亀裂、段差、はらみだし、浸食、湧水、小崩壊、等） 

② 切土直下の路面の変状（亀裂、盛り上がり） 

 
図 4-1 切土のり面の点検着目 

(イ) 吹付モルタル、のり枠 

① 吹付のり面の変状（亀裂、剥離、はらみだし、空洞、目地のずれ、傾動、土砂のこぼれ

だし） 

② のり枠の変状（亀裂、剥離、うき、鉄筋の露出） 
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(ウ) グラウンドアンカー 

① アンカーの支圧板、受圧構造物の亀裂、破損（状況に応じて適宜、打音検査を行う） 

② アンカー頭部キャップ、頭部コンクリートの破損、防錆油の流出 

③ アンカーの頭部からの遊離石灰の溶出、湧水、雑草の繁茂 

 
 

(エ) 擁壁 

① 土砂のこぼれ出し 

② 基礎部・底板部の洗掘 

③ 擁壁全面地盤の隆起 

④ 壁面のクラック、座屈 

⑤ 目地部の平木、段差 

⑥ 壁面、基礎コンクリート、笹コ 

ンクリート、防護柵基礎の沈下 

・移動・倒れ 

⑦ 路面の亀裂 

⑧ 排水施設の変状 

⑨ 水抜き孔や目地からの著しい出 

水、水のにごり 

写真 4-1 写真 4-2 

写真 4-4 写真 4-3 
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(オ) 排水施設 

① 排水施設の変状（排水溝の閉塞、亀裂、破損、目地部 

分の開口やずれ） 

② 周辺施設の変状（排水溝周辺の浸食、溢水の痕跡、排 

水孔の閉塞等） 

③ 排水施設内の土砂、流木、落ち葉等の体積状況 

④ 排水孔からの流出量の変化 

 

(カ) その他落石防護施設・落石予防施設・雪崩対策施設 

① 部材の変状、傾動等 

② 基礎工、基礎地盤の沈下・移動・倒れ、崩壊・洗掘等 

③ 排水施設からの土砂流出、変形等 

④ 擁壁目地部のずれ、開き、段差等やそこからの土砂流出 

⑤ 対象岩体の転倒・転落、近傍斜面への落石・土砂流出等 

⑥ 柵・網背面等への落石・土砂崩壊等 

⑦ 鋼部材の腐食、亀裂・破断、緩み、脱落等 

⑧ コンクリート部材のうき、剥離、クラック等 

 

写真 4-5 

写真 4-6 写真 4-7 
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（2）盛土 

盛土は、盛土のり面、のり面保護施設（擁壁、補強土等）、排水施設等を含む区域とし、

区域全体を対象として点検を行う。施設ごとの点検における視点は以下の通りである。 

また、必要に応じて点検に先立ち除草を行うものとする。 

(ア) 盛土のり面 

① のり面の変状（亀裂、段差、はらみだし、浸食、湧水、小崩壊、軟弱化等） 

② のり尻付近の変状（亀裂、段差、はらみだし、浸食、湧水、小崩壊、軟弱化等） 

③ 路面の変状（亀裂、段差） 

④ 路肩部の変状（亀裂、段差） 

⑤ 路面排水施設の状況（閉塞、溢水等） 

   

(イ) 擁壁・補強土壁 

  「(1)切土（エ）擁壁」と同様の着眼点 

 

(ウ) 排水施設 

  「(1)切土（オ）排水施設」と同様の着眼点 

 

(エ) カルバート 

① 化学的浸食による部材断面減少があるもの 

② カルバート本体からの漏水が見られるもの 

③ 隣接する盛土区間との著しい段差や盛土自体の損傷が見られるもの 

④ 継手のずれ、開き、段差があり、カルバート内に水たまりや土砂流入が見られるもの 

⑤ 取付け道路面と内部道路面の著しい段差 

⑥ ウイング部のコンクリートのうき、剥離、クラック、鉄筋の露出等があるものや、ウイ

ングと擁壁のずれやそこからの土砂流出が見られるもの 

※出典：「道路土工構造物点検要領」国土交通省道路局 
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4.2 診断 

診断は、定期点検等により把握した施設の状態を基に、損傷の程度や劣化の速度等から、

次回点検までに必要な措置等を判断するために行います。 

 

4.2.1 健全性の診断 

診断方法は、「道路土工構造物点検要領（平成 29 年 8 月 国土交通省道路局）」に基づき、

以下の 4つの段階に分類し健全性を診断します。 

表 4-1 健全性の判定区分 

 
※出典：「道路土工構造物点検要領（平成 29 年 8月 国土交通省道路局）」 

 

4.2.2 管理水準 

各維持管理方法における管理水準は、健全性により下表のとおりとし、管理水準以上の健

全性を保つ方針とします。 

表 4-2 各維持管理方法の管理水準 
維持管理方法 健全性 

長寿命化型  Ⅱ（第三者被害につながる異常なし） 

事後保全型  Ⅲ 
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4.3 措置 

措置は、健全性の判定結果に基づき、主に施設の機能や耐久性等を回復させることを目的

とした修繕を行います。修繕は毎年限られた予算の中から行うこととなるため、優先度評価

を行い、より早期に措置が必要な施設から順次実施します。 

ただし、異常気象時の降雨等により自然災害が予想される場合や、第三者被害につながる

おそれのある変状が発見された場合は、パトロールにて直ちに確認を行い、必要に応じて速

やかに応急処置や通行止め等を行った上で、対応を検討します。 

 

4.3.1 措置の優先順位 

措置（修繕）の優先順位は、健全性と維持管理方法の組み合わせによる表 4-3の優先度評価

で決定します。長寿命化型の「健全性Ⅰ」と事後保全型の「健全性Ⅱ」以上については、管

理水準に至っていないため優先度評価の対象からは除外します。 

表 4-3 優先度評価（第１指標） 

優先度評価の視点 
健全性 

Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 

維持管理

方法 

長寿命化型 

1 

2 4  

事後保全型 3 
 

 

※表中の数字が優先順位を示します。 

 

表 4-3で同一順位となる場合には、さらに表 4-4の第 2 指標を参考に優先度を検討し、優先

順位を決定します。 

表 4-4 優先度評価（第２指標） 

優先度評価指標 優先順位補正の考え方 評価方法 

第三者被害 

第三者被害につながる異常の判定を優先順位の評価

に加え、第三者被害につながる可能性がある場合には

優先的に対策することが望ましい 

被害有り＞被害無し 

路線の管理区分 路線の管理区分が高いほど施設の重要性が高い ①＞②＞③＞④ 

施設規模 
規模が大きいほど工事規模も大きくなる 

（重要性が高い） 
大＞小 

施設劣化速度 

施設の建設年を目安とし経過年と劣化状況の関係か

ら、経過年が少ないにもかかわらず劣化速度が速いほ

ど対策が望まれる 

劣化速い＞劣化遅い 

 

管理水準に至っていな

いゾーン 
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4.3.2 優先順位に基づいた措置の実施 

健全性ごとの優先順位の考え方と、それに基づく措置の実施方針は以下の通りです。 

 

健全性Ⅳ〔緊急措置段階〕（優先順位 1） 

「健全性Ⅳ」は緊急措置を要するため、管理方法に関わらず、必要な応急処置及び通行止

め等を行った上で、最優先で措置を実施します。 

 

健全性Ⅲ〔早期措置段階〕（優先順位 2,3） 

「健全性Ⅲ」は早期措置を要するため、次回点検までを目安に措置を実施します。長寿命

化型（有筋擁壁）は管理水準を超過している状態であり、鉄筋の腐食が時間とともに進行す

ることから、事後保全型（無筋擁壁・のり面）よりも優先となります。 

 

健全性Ⅱ〔経過観察段階〕（優先順位 4） 

「健全性Ⅱ」は、変状があるものの修繕を急ぐ段階ではない状態です。長寿命化型は管理

水準をここに設定しており、できる限りこの段階で予防保全的な修繕を行い、「健全性Ⅲ」

への進行を防ぐことを目標とします。 

 

4.4 記録 

記録は、点検調書として「道路土工構造物点検要領（平成 29 年 8 月 国土交通省道路

局）」に基づく様式と、「総点検実施要領（案）【道路のり面工・土工構造物編】（平成 25

年 2 月 国土交通省道路局）」に基づく様式の 2 種類を作成し、データを蓄積します。 
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5.  のり面・擁壁の短期事業計画 
短期事業計画として、メンテナンスサイクルに基づき、10 年間の点検および修繕を計画し

ます。 

 

5.1 点検計画 

平成 30 年度からの対象施設の具体的な点検実施計画数は、表 5-1のとおりです。 

表 5-1 点検実施計画数 
点検計画 

（5 年間） 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

点検箇所数 

（360 箇所） 
75 箇所 75 箇所 76 箇所 60 箇所 74 箇所 

 

5.2 個別施設計画 

平成 30 年度からの 10 年間における、個別施設ごとの点検時期および修繕時期は、次頁よ

り示す表 5-2のとおり計画しています。 

現在、点検結果から「健全性Ⅲ」と診断されている対象施設については、令和 5 年度

（2023 年度）までの修繕を目指します。 
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表 5-2 個別施設計画表（1/4） 

 

 

 

 

凡例： 点検● 修繕○ 
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表 5-3 個別施設計画表（2/4） 

 

 

凡例： 点検● 修繕○ 
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表 5-4 個別施設計画表（3/4） 

 

 

 

 

凡例： 点検● 修繕○ 
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表 5-5 個別施設計画表（4/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例： 点検● 修繕○ 
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6.  のり面・擁壁の中長期推計 
中長期推計では、計画期間内に発生する維持管理費を推計し、長期的な見通しを立てると

ともに、年度ごとの対策費用に偏りが生じないよう平準化を行います。 

また、計画的な維持管理による費用縮減効果を確認するため、比較対象として、全ての施

設を修繕せず耐用年数まで使用して、大規模修繕（更新型）した場合の費用を推計します。 

 

6.1 推計方法 

擁壁の建設年を起点として、後述する劣化サイクルにより対策時期を設定し、その際に必

要となる対策費用を計上します。修繕を行わない場合の推計は「更新型」とし、建設年から

耐用年数が経過した時期に更新費用を計上します。 

切土・盛土のり面は、構造によっては劣化が見られる場合もありますが、地震や豪雨等の

外力が働かない限り基本的に安定していると想定されるため、建設年や劣化サイクル等に基

づく一定の劣化予測は行えないものです。従って中長期推計としては、対策費用を計上しな

いものとします。ただし、点検により管理水準に達していることが確認されたものは、短期

計画に基づき修繕等の対策費用を計上します。 

計画期間 50 年において、一つ一つの施設に対する費用を計上し、それらを積み上げること

で将来的に必要となる費用を推計します。 

 

 

図 6-1 対策時期の設定イメージ 
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6.2 推計条件 

6.2.1 修繕時期 

修繕の実施時期は、維持管理方法ごとに定めた管理水準（健全性）に至る時期です。本市

の点検結果から、建設年から各判定に至る平均年数を算出し、これを劣化サイクルとしまし

た。 

表 6-1 修繕時期（劣化予測結果） 

維持管理方法 
管理水準 

（健全性） 

健全性の判定に至る年数 

（平均値） 

長寿命化型 Ⅱ判定 29 年 

事後保全型 Ⅲ判定 35 年 

 

 

6.2.2 更新時期 

更新型の更新時期は、擁壁等の耐用年数に関する参考資料がないため、橋梁の耐用年数を

参考に設定しました。 

計画的な維持管理による更新については、橋梁では適切に維持管理を行なった場合に耐用

年数 100 年程度が見込まれることなどを踏まえ、計画期間 50 年間において更新を計上しない

ものとしました。 

表 6-2 更新時期 

維持管理方法 耐用年数 

更新型 75 年 
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6.2.3 対策工および範囲 

点検結果から、現時点で発生している損傷のほとんどがひび割れおよび剥離・鉄筋露出で

あるため、中長期推計ではこれら損傷に対する対策を基本とし、標準的な対策工であるひび

割れ補修工・断面修復工を適用することとします。 

対策範囲は、点検データを活用して平均的な損傷範囲を算出し、これを基に対策範囲を設

定しました。 

更新については、耐用年数に達した場合に更新を行うことは現実的でないことから、大規

模修繕として断面修復工法を施設面積の 10％に対して実施することを想定します。 

表 6-3 各修繕内容の対策範囲 

修繕内容 
対策範囲 

ひび割れ補修 断面修復 

予防保全的修繕 

（Ⅱ判定） 施設延長の 3.5％ 施設面積の 0.9％ 

事後保全的修繕 

（Ⅲ判定） 施設延長の 7.1％ 施設面積の 1.7％ 

大規模修繕 

（更新時） － 施設面積の 10.0％ 

 

6.2.4 補修単価 

上述のとおり、ひび割れ補修工および断面修復工法を標準的な工法として採用し、これら

に対する補修費用を積算により算出しました。なお、断面修復工法に関しては、Ⅱ判定では

深さ 30mm の対策を想定し、Ⅲ判定および更新では深さ 50mm の対策を想定します。 

表 6-4 各工法に対する積算結果 

対策工法 適用対象 直工単価 
経費込み単価 

（経費率 2.0） 

ひび割れ補修工 Ⅱ，Ⅲ判定 9,000 円/m 18,000 円/m 

断面修復工（深さ 30mm） Ⅱ判定 126,000 円/m2 252,000 円/m2 

断面修復工（深さ 50mm） Ⅲ判定、更新 176,000 円/m2 352,000 円/m2 
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6.3 推計結果 

6.3.1 事後保全型による維持管理費用 

施設の耐用年数を 75 年と設定し、耐用年数に応じて更新した場合の費用は、今後 50 年間

で約 77 億円と見込まれます。 
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図 6-2 更新型の推計結果 

6.3.2 計画的な維持管理による費用 

点検結果や、6.2.1で設定した施設の修繕を行った場合の費用は約 20 億円です。 
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図 6-3 計画的な維持管理の推計結果（長寿命化・事後保全混合型） 

累計維持管理費：約 77億円 

累計維持管理費：約 20億円 
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6.3.3 計画的な維持管理による費用（平準化） 

6.3.2で算出した費用を将来にわたり、実現性を高めるため、費用の平準化を図りました。 
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図 6-4 計画的な維持管理による試算結果（平準化） 
 

＜平準化を行った考え方＞ 

〇短期計画修繕期間 ：点検結果に基づき、「健全性Ⅲ」、「健全性Ⅳ」判定及び優先度

の高い「健全性Ⅱ」判定箇所を修繕し、安定性を確保します。 

〇長寿命化型修繕期間：補修を含む中性化対策など、劣化を抑制し長寿命化に資する対策

工事を前倒しで実施することで、次回修繕時期の延長を図ります。 

〇事後保全型修繕期間：修繕時期が後半に集中することが予想されるため、数年程度の幅

で平準化し、状態の悪いものから順次対策工事を実施することを

想定しています。 

短期計画 修繕期間 

約 0.5 憶円/年 

長寿命化型 修繕期間 

約 0.3 憶円/年 
事後保全型 修繕期間 

約 0.5 憶円/年 
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6.3.4 計画による効果 

計画により、従来の事後保全型の累計維持管理費用（77 億円）と計画的な維持管理の累計

維持管理費用（20 億円）を比較すると、今後 50 年間でおよそ 57 億円（全体の約 74％）のコ

スト縮減が見込まれます。 

なお、点検結果を踏まえ、5年に一度を目途に計画を更新していきます。 
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図 6-5 費用縮減効果（計画期間 50 年）

コスト縮減額 

約 57億円 

約 77億円 

約 20億円 

約 74％減 
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